
高教組ＨＰにもＵＰしています。「兵庫高教組」検索                                        全職員配布 

教職員の生活と権利の改善に努める高教組へ、あなたもぜひ！ 

６月 30日に一時金 2.20月 支給 
再任用職員は 1.15月、会計年度任用職員は期末手当 1.2月支給 
昨年(2022年)度の賃金権利確定交渉では、教職員の期末手当が年間で０.１０月（６月と１２月の計）引き

上げられました。昨年度の引上げ分は、昨年12月の勤勉手当で調整(増額)されています。非常勤職員(会計年

度任用職員)の期末手当は、昨年から変わっていません。 

3年ぶりの一時金の引き上げがあったものの、物価高騰分には全く追いついていません。民間で一時金増額

が報じられる中、今年度の確定交渉においてもすべての教職員の一時金のさらなる改善は大きな課題です。 

◎期末手当は据え置き 勤勉手当は 0.05月増 
 

22年度交渉で 6月期と 12月期にそれぞれ０．０５月の

引き上げがありましたが、どちらも勤勉手当での引き上

げとなりました（再任用は勤勉手当０．０２５月）。 

会計年度任用職員の期末手当は2020年度から支給され

るようになりました(週平均 15.5 時間以上勤務等の条件

あり)が、勤勉手当は支給されていません。一時金の引上

げは勤勉手当、引下げは期末手当とされている中で、改

善が必要です。この点については、県人事委員会も課題

として認識しています。また私たちの運動によって 5月 8

日には「地方自治法の一部を改正する法律」が公布され

2024年度から会計年度任用職員にも勤勉手当の支給が明

記されました。しかし、来年を待たず今年度からの支給

を求めること、勤勉手当創設が、期末手当の減額につな

がらないようにとりくみをすすめる必要があります。 

◎勤勉手当の勤務期間率の改悪 
 

 

2022年 6月期から期末手当の勤務期間率の改悪がなさ

れましたが、病気休暇等について「30日以内であれば勤

務期間から除算しないもの」とさせました。しかし「1

日でも病休を取得すると勤勉手当が減額される」と誤っ

た認識を持っている管理職がいたとの報告がありまし

た。もし、何か問題が起きた場合はすぐに高教組までご

連絡ください。期間率改悪についての詳細は、2021調査

情報 22号[確定速報 No.4]をご覧ください。(高教組ＨＰ

の「ニュース」のページにあります) 

 

◎再任用者の支給率の改善が必要 
 

再任用者については、給料月額と同様に不当に低い支

給率です。高教組は、改善に向けて引き続きとりくんで

いきます。 

◎フルタイム勤務職員の一時金支給率 
 

一時金は平均で 2.20月分の支給ですが、勤勉手当によ

って差が生じています。勤勉手当の「1.00月」分は、実

際には 1.00月－0.97月(「良好」)の 0.03月分を、「特

に優秀」「優秀」へまわします(12 月期には良好が 0.96

月となり、0.04月分が他の 2つに回されます)。【下の表】 

勤勉手当は、勤務成績によって支給率に差をつけるも

のです。高教組は、一時金を期末手当に一本化し、支給

率の差をなくすよう要求しています。(「優秀」適用者に

ついて不明な点は、分会長を通じて本部にお問い合わせ

ください) 
 

【一時金の内訳】 

 一時金合計 期末手当 勤勉手当 

再任用以外 2.20月 1.200月 1.000月 

再任用 1.15月 0.675月 0.475月 

 

勤勉手当の

支給割合 
支 給 割 合  

良好 優秀 特に優秀 

再任用以外 0.970月 1.085月 1.200月 

再任用 0.460月 0.495月  
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 ( ) 
 

期末手当＝{ 給＋扶＋地扶＋(給＋地)×職務加算率 }×1.2 … ※1 
 

勤勉手当＝{ 給＋地＋(給＋地)×職務加算率 }×0.97(良好) 〈優秀は ×1.085〉 
 

 給 ：給料(調整額) … ※2    扶：扶養手当 

 地扶：扶養手当を算定基礎に含む地域手当 … (給＋扶)×(地域手当支給率) 

 地 ：扶養手当を算定基礎に含まない地域手当 … 給×(地域手当支給率) 

 職務加算率 

  5％…教育職1級63号給以上･教育職2級55号給以上･技労職87号給以上 

･行政職4～6級 

 10％…教育職 2級 141号給以上・教育職 3級・行政職 7級など 

※1 会計年度任用職員は期末手当のみの支給です。勤勉手当は支給されません。 

※2 給与明細の「給料(調整額)」をご確認ください。 

《 》

9.4％ … 神戸、尼崎、西宮、 

         芦屋、 伊丹、宝塚、 

         川西、明石 

6.4％ … 姫路 

4.4％ … その他の地域 
 

※本来は、10.9％、7.9％、5.9％

ですが、県「行革」で 1.5％削

減されたものが復元されていな

いままです。 

 

 


